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令和 6 年度（ 2024 年度）函館市個人番号カード  

交付事務事業に係る報償費給付事務取扱要領  

 

 （目的）  

第 1 条  この要領は，マイナンバーカード交付事務費補助金交付

要綱（平成２７年６月２３日付け総行住第６６号総務大臣通知）

（以下，「交付要綱」という。）に基づき，個人番号カード（以

下，「マイナンバーカード」という。）の取得に困難を抱えてい

る者の 交付申 請に 係る支 援 また は代 理で交 付を受 ける ことを

行う施設や支援団体（個人を除く。以下「施設等」という。）の

負担に 対して 本市 の予算 の範囲 内に おいて 報償費 を給 付する

ことにより，マイナンバーカードの交付促進 を図ることを目的

とする。  

 （定義）  

第２条  この要領において，次の各号に掲げる用語の定義は，そ

れぞれ当該各号に定めるところによる。なお，その他の用語の

定義は，行政手続における特定の個人を識別するための 番号の

利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）ほか，関係法

令の例による。  

(1)申 請サ ポ ート  個人 番 号カ ード 交 付申 請 書の 記入 補 助や 顔

写真撮影等の交付申請（地方公共団体情報システム機構（以

下，「Ｊ－ＬＩＳ」という。）への交付申請書の郵送提出およ

びオンライン申請をいう。）に係る支援をいう。  

(2) 代理交付  個 人 番 号 カー ド の 交付 等 に 関す る 事務 処 理 要 

領（平成２７年９月２９日付け総行住第１３７号通知）第４

－３－（５）「交付申請者の代理人に対する交付方法」により ,

交付 申 請者 に 代わ り 代理 で 本市 か ら マイ ナ ンバ ー カー ド の

交付を受けることをいう。  

(3) 交付申請者  マ イ ナ ン バー カ ー ドの 交 付 を受 け る意 志 が 

ある者をいう。  

(4) 要支援者  施設入所者，要介護・要支援認定者，障がいの  

ある者，長期入院者，７５歳以上の高齢者，社会的参加を回  
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避し概ね家庭にとどまり続けている状態にある者，成年被後

見人，被保佐人および被補助人をいう。  

 （給付対象者）  

第３条  市内に設置している施設等と，支援の関係が明らかな要  

支援者である交付申請者について，申請サポートによるマイナ  

ンバーカードの交付申請，またはマイナンバーカードの代理交

付を受けた場合の当該施設等を報償費の給付対象者とする。  

なお，住民票が他の市町村にある交付申請者についても申請  

サポート対象者とする。  

（報償費の給付額および支払方法）  

第４条  前条に定める給付対象者が要支援者に係る申請サポート 

による申請を行い，本市が第７条による確認をした場合，また

は給付対象者が要支援者に係る代理交付 を実施し，本市が第８

条による確認をした場合は，本市はそれぞれの場合について，

交付申請者である要支援者１人当たり２千円の報償費を，給付

対象者が指定する口座に振込むことにより給付する。  

 なお，申請サポートの実施については，Ｊ－ＬＩＳに提出し

た交付申請書が不備となり再申請した場合にあっても，交付申

請者である要支援者の人数は通算して１人とする。  

（給付の手続）  

第５条  申請サポート等を実施しようとする給付対象者となりう 

 る施設等は，別紙１または別紙２を事前に本市に提出し，交付  

 申請者である要支援者の人数や，日程，申請方法，住民票の所  

在地等について打合せを行い，申請サポートによる申請または  

代理交付が可能であるか確認しなければならない。  

２  前項において，申請サポートによる申請または代理交付が可

能であることが確認できたとき，本市は別紙３による実施依頼

を当該施設等に行うものとする。なお，実施依頼を行う期間は

本市が定める期日までとする。  

３  申請サポートを実施しようとする給付対象者は，前項の実施  

依頼を受けた後，申請サポートを行い，その結果を様式第 1 号  

の報告書に記載し，郵送での申請の場合は交付申請書の写し ， 



3 

 

オンラ イン申 請の 場合 は 交付申 請書 および Ｊ－Ｌ ＩＳ からの  

申請受付完了メールの写し，ほか，必要な書類を添えて，市長  

宛に実施の報告をしなければならない。  

４  代理交付を実施しようとする給付対象者は，第２項の実施依

頼を受領後，代理交付を実施し，その結果を様式第２号の報告

書に記載し，受け取ったマイナンバーカードの顔写真がある面

の写しを添付のうえ，市長宛に実施の報告をしなければならな

い。  

（報告書の提出がない場合の取扱い）  

第６条  本市が定める期日までに報告書の提出がない場合は，報

償費を給付しないこととする。  

（申請サポートの確認）  

第７条  給 付対象 者 から 提出さ れた様 式第１号 の報告 書に記 載 

された者について，本市は申請の事実を次の各号またはその他  

市長が適当と認める方法により確認するものとする。  

(1) 給 付対象 者が Ｊ －ＬＩ Ｓに 郵 送した 交 付 申請 書の写 し と 

給付対 象者 から 提出 され た 様 式第１ 号の報 告書 を突 合し 確  

認する。  

(2) 給 付対象 者が Ｊ －ＬＩ Ｓに オ ンライン 申請 し た場合 は 交 

付申請 書お よび Ｊ－ ＬＩ Ｓ か ら送信 された 申請 受付 完了 メ  

ールの 写し と給 付対 象者 から 提出さ れた 様 式第 １号 の報 告  

書を突合し確認する。  

 （代理交付の確認）  

第８条  給 付対象 者から 提出さ れた様 式第２号 の報告 書に記 載 

された者について，本市は代理受領の事実を次号により，また  

はその他市長が適当と認める方法により確認するものとする。 

(1) 給付対象者が代理 人 として 交付 を受けた マイナンバー カ

ード の 写 しと 給 付対 象 者 から 提 出さ れた 様 式 第２ 号 の報 告

書を突合し確認する。  

（事務の所管）  

第９条  こ の事 務 取扱 に 関する 所管は ，市民部 戸籍住 民課 と す 

る。  
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 （その他）  

第 10 条  この要領に定めるもののほか，必要な事項は市長が別  

 に定める。  

  附  則  

この要領は，令和６年４月１日から施行し，令和６年７月１日  

から適用する。  



 

別紙１（ 第５条 第１ 項関係 ）  
申請サポート対象者名簿  

                    施設 等住所  （ 〒      ）函館 市             
                    施設 等名称                         

  （担 当者氏 名       電 話番号        ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ              ）  

※１  要 支援者 の該 当区分 を「別 記」か ら選択し て記載 して くださ い。  
※２  本 名簿を 提出 する際 には ， 郵送に よる申請 の場合 は交 付申請 書の写 し ，オ ンライン 申請の 場合 は交付 申請書 および  

申請受付 完了メ ール の写し を添付 して提 出してく ださい 。  
※３  申 請書Ｉ Ｄは オンラ イン申 請の場 合にのみ 記載し てく ださい 。   

連
番  

区 分 
氏  名  生年月日  住民票の 住所  申請ＩＤ  ※３  

申請
方法  

備考  
※１ 

１  
 

      

２  
 

      

３         

４         

５  
 

      

６         

７         

８  
 

      

９  
 

      

10        

11 
 

      

12        

13        

14 
 

      

15        



 

別紙２（ 第５条 第１ 項関係 ）  
代理交付対象者名簿  

         施設等 住所  （〒      ）函館 市             
                  施設等名 称                         
             （担 当者氏 名       電話 番号        ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ              ）  

連
番  

区 分 
氏  名  生年月日    住民 票の住 所  ※１  本人確認 書類  

※ ２ 

１  
 

    

２  
 

    

３  
 

    

４  
 

    

５  
 

    

６  
 

    

７  
 

    

８  
 

    

９  
 

    

10 
 

    

11 
 

    

12 
 

    

13 
 

    

14 
 

    

15 
 

    

※１  本 市で代 理交 付が可 能な交 付申請 者は，函 館市に 住民 登録が ある方 のみで す。  
※２  要 支援者 の該 当区分 を「別 記」か ら選択し て記載 して くださ い。  

 ※３  本名簿 を提 出する 際には ， 受け 取ったマ イナン バー カード の顔写 真があ る面の写 しを添 付し て提出 してく ださい 。  



 

別紙３（第５条第２項関係） 

函市戸       

年 月 日  

 

          様 

 

函館市長 

 

   マイナンバーカードの（申請サポート・代理交付）に係る 

実施依頼 

このことについて，先に提出された「函館市個人番号カード交付事務事業

に係る報償費給付事務取扱要領」第５条第１項に基づく打合せ確認の結果，

（別紙１・別紙２）の者について（申請サポート・代理交付）の実施を依頼

します。 

サポート実施後は速やかに同要領第５条（第３項・第４項）の報告書を提

出してください。 

記 

  

１ 提出先 函館市市民部戸籍住民課 

２ その他 

(1) 申請サポートについては,郵送の場合は交付申請書の写し，オンライ

ン申請の場合は交付申請書および申請受付完了メールの写しを添付の

上，提出してください。 

 (2) 代理交付については，受け取ったマイナンバーカードの顔写真があ

る面の写しを添付の上，提出してください。 

(3) 本書別紙１，２に記載のない者を報告書の際に追加することはできま

せんので，追加が必要な場合は，これとは別に，新たに手続きを開始し

てください。 

(4) 報償費振込口座の口座番号や名義等がわかる部分の通帳の写しを 

添付の上，提出してください。 

(5) 令和７年２月までに報告書の提出がない場合は，報償費の給付ができ

ませんので，ご注意ください。 

 

 

 担当：戸籍住民課 担当 〇〇  

                 電話２１－〇〇〇〇 

 

 

 



 

 様式第１号（第４条，第５条，第７条関係）  

年   月   日   

 

 函館市長  様  

 

設置法人 (団体 )名称               

代表者  職・氏名                

 

 

   マイナンバーカードの申請サポートに係る報告書  
 

添付の別紙１の者についてマイナンバーカードの申請サポート

を行いましたので報告します。  

なお，申請サポートに係る報償費は，下記の口座に振り込んで

ください。   

記  

 

振

込

口

座  

金融機関名   フリガナ  

支店 (所 )名   口座名義 

※１  

 

［預金種目］・口座番号  ［   ］  

※１  代表者名義の口座を記載してください。  

 ※２  口座番号や名義等がわかる部分の通帳の写しを添付して  

ください。  

  



 

様式第２号（第４条，第５条，第８条関係）  

年   月   日   

 

 函館市長  様  

 

設置法人 (団体 )名称               

代表者  職・氏名                

 

 

   マイナンバーカードの代理交付に係る報告書  

 

添付の別紙２の者のマイナンバーカードについて，代理で交付

を受けましたので報告します。  

 なお，代理交付に係る報償費は，下記の口座に振り込んでくだ

さい。  

 

記  

 

振

込

口

座  

金融機関名   フリガナ  

支店 (所 )名   口座名義 

※１  

 

［預金種目］・口座番号  ［   ］  

※１  代表者名義の口座を記載してください。  

※２  口座番号や名義等がわかる部分の通帳の写しを添付して  

ください。  

 



 

別記（様式第１号，第２号関係）  

 

区  

分  
要支援者の別  

要支援者と施設等との支援関係がわかる

書類の一例  

Ａ  施設入所者  
本人が施設等に入所している事実を証す

る書類  

Ｂ  
要介護・要支援認定

者  

介護保険証または障がいサービス受給者

証に利用サービス事業所（施設）名称の

記載があるもの  Ｃ  障がいのある者  

Ｄ  長期入院者  
入院診療計画書（入院予定期間がわかる

もの）  

Ｅ  ７５歳以上の高齢者  
介護保険証に利用サービス事業所（施

設）名称の記載があるもの  

Ｆ  

社会的参加を回避し

概ね家庭にとどまり

続けている状態にあ

る者  

公的サービスの従事者が作成する書類  

Ｇ  成年被後見人  登記事項証明書などの代理権を証明する

書類  Ｈ  被保佐人，被補助人  

 


